
参考：匿名加工情報の取扱い 改正後

本人

個人情報

匿名加工情報 匿名加工情報

個人情報
保護委員会

①作成した
匿名加工
情報の項
目を公表

②委員会規則等に基づき、特定の個人を
識別することができる記述等を削除

公表

取得事業者A
（加工、提供）

事業者Ｂ
（受領、提供）

匿名加工情報

③匿名加工情報で
あることを明示

⑤匿名加工情報で
あることを明示

匿名加工情報

事業者Ｃ
（受領）

③提供

⑤提供

個人情報保
護委員会規
則で定める基
準に従う

④第三者提供す
る項目等を公表

認定個人情報保護団体(1)消費者意見を代表す
るもの等から意見を聴いて
作成

個人情報
保護指針

本人を識別するための以
下の行為を禁止
・作成者が削除した記述等
や加工方法の取得
・他の情報と照合

個人情報
保護指針

②第三者
提供する項
目等を公表

個人情報
保護指針

(2)届出
（変更）

匿名加工
基準

(3)届出事項
の公表

個人情報保護指針
指針の提供

公表

本人を識別するための以下
の行為を禁止
・作成者が削除した記述等や加
工方法の取得
・他の情報と照合

特定の個人を識別すること及びその作成に用
いる個人情報を復元することができないように
個人情報を加工したものを匿名加工情報と定
義し、その加工方法を定めるとともに、その取扱
いについての規律を設ける。

個人情報を

・削除した記述等や加工方
法の漏えいを防止
・他の情報との照合を禁止

・特定の個人を識別することができ
る記述等を削除
・第三者提供をする項目等を公表

４


